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示

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
号

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
の
ま、

ん、

延
防
止
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
蜜
蜂
等
の
移
動
を
禁
止
す
る
区
域

の
指
定
（
令
和
二
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
号
）
は
、
解
除
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
起
業
者
の
名
称
　
富
士
吉
田
市

二
　
事
業
の
種
類
　
富
士
吉
田
市
立
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
供
用
施
設
と
き
わ
台
会
館
建
設
事
業

三
　
起
業
地

1
　
収
用
の
部
分
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市
と
き
わ
台
二
丁
目
地
内

2
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
を
認
定
し
た
理
由

1
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

富
士
吉
田
市
立
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
供
用
施
設
と
き
わ
台
会
館
建
設
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と

い
う
。
）
は
、
富
士
吉
田
市
（
以
下
「
起
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
地
域
の
活
性
化
、
住
民
の
交

流
促
進
、
高
齢
者
の
社
会
参
画
、
青
少
年
の
健
全
育
成
等
を
図
る
た
め
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
供
用
施

設
と
き
わ
台
会
館
（
以
下
「
本
件
施
設
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法

第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
「
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施

設
」
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

2
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

起
業
者
は
、
本
件
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
令
和
二
年
度
予
算
に
お
い
て
予
算
措
置
を

講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

3
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

㈠
　
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

　
今
回
、
起
業
者
が
設
置
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
供
用
施
設
は
、
地
域
住
民
が
、
芸
術
文
化
、
生

涯
学
習
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
、
地
域
の
活
性
化
、
住
民
の
交
流
促
進
、
高
齢
者
の
社
会
参

画
、
青
少
年
の
健
全
育
成
等
を
図
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
拠
点
と
な
る
施
設
で
あ
る
。

　
起
業
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
六
箇
所
の
基
幹
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
及
び
二
十
三
箇
所
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
供
用
施
設
を
市
内
各
所
に
設
置
し
、
こ
れ
ら
は
、
地
域
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
推
進
に
大
き
く
寄
与
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
市
の
総
合
計
画
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
供

用
施
設
の
整
備
が
重
要
施
策
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
供
用
施
設
は
、
市
の
地
域
防
災
計
画
が
定
め
る
災
害
時
の
指
定
緊
急

避
難
場
所
と
し
て
防
災
面
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
状
、
と
き
わ
台
地
域
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
供
用
施
設
が
整
備
さ
れ
て

お
ら
ず
、
同
地
域
の
住
民
は
、
各
種
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
時
及
び
災
害
時
に
は
、
近
隣
地
域
の

施
設
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
等
、
大
き
な
負
担
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
同
地
域
内
に
お
け
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
供
用
施
設
の
早
期
整
備
を
強
く
求
め
て
い
る
。

　
本
件
事
業
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
本
件
施
設
を
設
置
す
る
も
の
で
あ
り
、

本
件
事
業
の
施
行
は
、
と
き
わ
台
地
域
の
活
性
化
、
住
民
の
交
流
促
進
、
高
齢
者
の
社
会
参

画
、
青
少
年
の
健
全
育
成
等
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
供
用
施
設
は
市
の
地
域
防
災
計
画
が
定
め
る
指
定
緊
急
避
難
場
所
と
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六
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五
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㈡
　
起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

　
本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
施
設
の
利
用
目
的
、
利
用
形
態
等
か
ら
建
設
す

る
施
設
の
規
模
等
を
推
計
し
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
、
本
件
事
業
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
面
積

を
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢
　
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性

　
以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の

で
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

5
　
結
論

1
か
ら
4
ま
で
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所
　
富
士
吉
田
市
役
所
企
画
部
市
民

協
働
推
進
課公

　
　
　
告

◉
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県
民
情
報
セ

ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
令
和
二
年
十
一
月
四
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

1
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
い

2
　
代
表
者
の
氏
名
　
天
野
い
づ
み

3
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
二
十
八
番
地
四

4
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
　
こ
の
法
人
は
、
介
護
保
険
対
象
者
及
び
関
係
者
に
対
し
て
、
居
宅

介
護
支
援
・
認
知
症
カ
フ
ェ
・
お
ま
か
せ
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
要
介
護
者
や
そ
の

家
族
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
や
そ
の
家
族

等
支
え
て
い
き
、
す
べ
て
の
人
々
が
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
と
福
祉
の
増
進
に
寄

し
て
の
役
割
も
担
う
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
施
行
は
地
域
住
民
の
安
心
・
安
全
の

確
保
に
も
大
い
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
益
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
大
き
い
と
認
め
ら
れ

る
。

㈡
　
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益

　
本
件
事
業
の
起
業
地
内
に
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
及

び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十

五
号
）
に
よ
り
、
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
及
び
動
植
物
は
見
受
け
ら
れ

な
い
。

　
ま
た
、
起
業
者
は
、
建
築
工
事
期
間
中
に
お
け
る
騒
音
、
振
動
、
粉
塵
等
に
つ
い
て
は
、
仮

囲
い
の
設
置
、
工
事
時
間
の
厳
守
及
び
低
騒
音
重
機
の
使
用
等
に
よ
り
対
策
を
講
じ
る
と
と
も

に
、
本
件
施
設
建
設
後
も
近
隣
住
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
安
全
面
に
も
十
分
配
慮
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢
　
代
替
案
と
の
比
較

　
本
件
事
業
の
施
行
位
置
に
つ
い
て
、
と
き
わ
台
地
域
の
中
心
に
位
置
し
地
域
住
民
の
利
便
性

が
高
い
こ
と
、
支
障
と
な
る
物
件
が
最
小
限
で
あ
る
こ
と
、
必
要
な
面
積
を
確
保
で
き
る
こ
と
、

造
成
が
容
易
で
あ
り
最
小
限
の
事
業
費
で
執
行
で
き
る
こ
と
等
社
会
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的

な
要
件
を
考
慮
し
て
選
定
さ
れ
た
三
案
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の
起
業
地
が
、
こ

れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
最
も
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

㈣
　
比
較
衡
量

　
㈠
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
㈡
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ

る
と
と
も
に
、
㈢
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
代
替
案
と
比
較
し
て
最
も
適

切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

4
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

㈠
　
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

　
起
業
者
は
、
中
期
財
政
計
画
に
お
い
て
本
件
事
業
を
計
画
し
て
お
り
、
今
年
度
予
算
措
置
も

講
じ
て
い
る
。

　
ま
た
、
3
㈠
で
述
べ
た
と
お
り
、
と
き
わ
台
地
域
の
住
民
は
、
本
件
施
設
の
早
期
整
備
を
強

く
求
め
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
五
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

五
八
一

令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
　
甲
府
市

二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期
　
平
成
三
十
年
五
月
三
十
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称
　
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域
　
甲
府
市
大
字
山
宮
町
の
一
部

五
　
認
証
年
月
日
　
令
和
二
年
十
一
月
六
日

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
昭
和
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
撮
影
）

二
　
測
量
の
地
域
　
昭
和
町
全
域

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
二
年
四
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
令
和
二
年
十
一
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
日
ま
で

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
綿
半
ホ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
野
原
勇
　
長
野
県
飯
田
市
北
方
千
二
十
三
番
地
一

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
綿
半
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
富
士
河
口
湖
店
　
山
梨
県

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
字
南
八
津
四
千
九
百
十
番
地
外
及
び
山
梨
県
富
士
吉
田
市
新
倉
字

流
二
千
七
百
二
十
九
番
地
外

2
　
変
更
し
た
事
項
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

綿
半
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
野
原
莞
爾

代
表
取
締
役
　
野
原
勇

長
野
県
飯
田
市
北
方
千
二
十
三
番
地
一

綿
半
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
野
原
勇

長
野
県
飯
田
市
北
方
千
二
十
三
番
地
一

3
　
変
更
の
年
月
日
　
令
和
二
年
九
月
十
五
日

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
二
年
十
一
月
四
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
十
六
日
ま
で

◉
　
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
十
五
号
　
　
令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

五
八
二


